
令和７年１月２０日 

事業主各位 
 

主催  神奈川労務安全衛生協会鶴見支部 

共催  建設業労働災害防止協会鶴見分会 

     陸上貨物運送事業労働災害防止協会鶴見分会 

     神奈川県社会保険労務士会鶴見支部 

     港湾労災防止協会神奈川総支部横浜支部 

後援  鶴 見 労 働 基 準 監 督 署 

 

【再送：空席有り】労務管理講習会開催のご案内 
 

拝啓 時下益々ご清祥のこととお慶び申し上げます。 

会員各位におかれましては、日ごろから労務安全衛生活動を通じて従業員の労働福祉の向

上にご尽力願っているところでございます。 

昨今の経済情勢や労働条件をとりまく環境は、新型コロナウイルス感染状況もほぼ終息し、 

活動制限も平時の状況に緩和されたことなどを受けて、全体の景況感は改善してきておりますが、

依然、油断できない状況となっております。   

当支部では今年度事業の一環として、「労務管理講習会」を鶴見労働基準監督署のご後援を

戴き、地区災防団体共催による講習会を計画致しました。 

今回は鶴見労働基準監督署担当官によるお話と、労働衛生コンサルタントの講義を予定して

おります。 

是非、この機会に経営首脳者をはじめ、労務管理責任者、労務管理担当者、並びに安全衛

生担当者等多数のご参加をお願い申し上げる次第です。 

                                                                      敬具 

記 

 

１．開催日時    令和７年２月１３日（木）    午後１時～午後４時１０分 

 

２．場   所    鶴見商工会館 １階 会議室 

              横浜市鶴見区鶴見中央３‐２６‐４  TEL （５０３）００１７（事務局電話） 

 

３．定   員    ３２名（定員になり次第〆切り） 

 

４．受 講 料    ４，９１０ 円 （含：資料代・消費税） 

   

５． 講習内容（予定） 

 

１） 「（仮）労働基準法などの改正のポイント」                             

                                                 鶴見労働基準監督署  

                                           担当監督官 

 

２） 「健康診断結果等を活用した健康起因事故の予防について」            

      社会保険労務士 

                                                三部 幸雄 氏 



 

６．申込方法 

  ①申込書に必要事項をご記入の上ＦＡＸし、受講料を２月４日までにお支払い下さい。 

②銀行振込の場合は事前に受付の可否をご確認の上、２月４日までにお振込みください。 

③申込後に取りやめる場合は、講習会前日までに事務局までご連絡ください。前日までにご

連絡のない場合は受講料のお返しはできませんのでご了承ください。 

 

  ◎（公社）神奈川労務安全衛生協会鶴見支部 

                        〒230-0051  横浜市鶴見区鶴見中央３－２６－４ 

                            TEL ５０３－００１７     FAX  ５０５－３４１１ 

◎横浜銀行鶴見支店 

口座名  （公社）神奈川労務安全衛生協会鶴見支部  （普通）００６４４２０ 

〈 振込手数料は貴社にてご負担ください〉 

 

ＦＡＸ申込書 

                                                令和   年   月    日 

 

（公社）神奈川労務安全衛生協会鶴見支部（ＦＡＸ：045-505-3411） 

 

                   労務管理講習会申込書  

 

受講NO 

（事務局記載） 
受講者氏名 役職又は所属 

   

 

   

   

 

 

事  業  場  名 

 

所    在   地 

〒 

 

 

連絡担当者氏名 
 

所  属 
 

TEL  FAX 
 

受講料のお支払について下記にご記入願います。 該当する所を〇で、囲んで下さい。 

名分       円 令和   年   月   日 ①銀行振込   ②事前に鶴見支部へ持参 

※ご記入いただいた個人情報については、鶴見支部が責任をもって管理し他に使用致しません。 

 


